特定非営利活動法人薩摩川内市スポーツ協会競技力向上事業補助金 内規
１　技術講習会等の開催

1 　技術講習会Ａ
・対象者　　市競技団体の指導者または児童・生徒
・参加者数　　指導者１０名以上または、児童・生徒受講者２０名以上

・対象講習会　　講習時間（講義を含む。）は、２時間以上とする。
単独の講習会のみとする。（大会併用は認めない。）
・対象経費　　講師旅費及び謝金、会場借上料、講師昼食代、消耗品費

・講師　　県内の講師を原則とするが、県外も認める。ただし予算内での支給とする。
・交付額　　５０,０００円以内
2 　技術講習会Ｂ
・対象者　　市競技団体の指導者または児童・生徒
・参加者数　　指導者１０名以上または、児童・生徒の受講者２０名以上
・対象講習会　　講習時間（講義を含む。）は、２時間以上とする。
単独の講習会のみとする。（大会併用は認めない。）
・対象経費　　講師の旅費・宿泊費・昼食代（講師謝金、会場借上料、消耗品費は含まない。）
１団体１回／年、２人までとする。
・講師　　顕著な功績を有し、現在も指導者として活躍している者及び現役選手で、四役が認めた者

・旅費　　市の旅費規程に準ずる

・宿泊費　　１泊１０，０００円以内

・昼食代　　１，０００円以内
・交付額　　１００，０００円以内
⑶　スポーツ教室

・対象者　　市内の児童・生徒

・参加者数　　団体競技１０名以上、個人競技３名以上
・対象教室　　１回２時間以上延べ４回以上
・対象経費　　講師謝金、会場借上料、消耗品費

・講師　　市内の講師を原則とするが、市外（市近郊）も認める。ただし、予算内での支給とする。

・交付額　　５０,０００円以内
２　競技普及体制の推進
1 　全国・九州・県大会の誘致
・対象大会　　全国・九州・県を統括する競技団体主催による全域対象の大会

・対象経費　　会場借上料、大会看板等消耗品費（ただし、申請競技団体が負担した費用とする。）
・交付額　　全国１５０，０００円以内　九州大会は１００，０００円以内
県大会は５０,０００円以内

３　県民スポーツ大会参加者選手の強化

・対象者　　県民スポーツ大会出場選手チーム

・対象経費　　練習会場借上料

・対象期間　　７月１日から大会開会式前日まで

・交付額　　３０,０００円以内

４　その他

講師謝金の取扱い
⑴　技術講習会　　１０，０００円以内（旅費は、薩摩川内市旅費規定に準じる。）
⑵　スポーツ教室　　１回につき５，０００円以内（旅費は、謝金に含む。）

附　則
この内規は、平成１７年４月１日から施行する。
この内規は、平成１９年５月２５日から施行する。
この内規は、令和４年４月１日から施行する。
この内規は、令和８年４月１日から施行する。
